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★
選
手
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
名
前
：
茨
田　
咲
良

　
学
校
：
南
越
前
中
学
校

　
学
年
：
2
年
生

【
何
歳
か
ら
水
泳
を
始
め
ま
し
た
か
】

5
歳
か
ら
水
泳
を
始
め
、8
歳
か

ら
選
手
コ
ー
ス
に
入
り
ま
し
た
。

【
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
の
選
手
コ
ー
ス
は
︑ど
ん
な
チ
ー
ム
で
す
か
】

　
町
内
外
か
ら
集
ま
っ
て
い
る
個
性
豊
か
な
集
団
で
す
。

【
得
意
種
目
・
主
な
成
績
を
教
え
て
く
だ
さ
い
】

　
得
意
種
目
は
ク
ロ
ー
ル
で
す
。

　
（
Ｊ
Ｓ
Ｃ
Ａ
全
国
ブ
ロ
ッ
ク
対
抗
水
泳
競
技
大
会
出
場
）

【
競
泳
の
魅
力
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
す
か
】

　
個
人
競
技
で
す
が
同
じ
目
標
に
向
か
う
仲
間
と
熱
中
で
き
、競
い
合

う
こ
と
で
仲
間
と
一
緒
に
心
も
体
も
鍛
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

【
こ
れ
か
ら
の
目
標
は
何
で
す
か
】

　

２
０
２
４
年
春
の
ジ
ュ
ニ
ア
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
50
ｍ
自
由
形
で
出

場
す
る
こ
と
で
す
。

【
家
族
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ど
う
ぞ
】

　
練
習
や
大
会
に
安
心
し
て
行
け
る
よ
う
に
と
、送
迎
や
、お
弁
当
を

作
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。来
年
の
夏
は
全
中
、国
体
に
絶
対
に
出

場
し
、笑
顔
で
帰
っ
て
く
る
の
で
応
援
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

★
福
井
県
選
手
権
水
泳
競
技
大
会
２
０
２
３
結
果（
敬
称
略
）

開
催
日

7
月
29
日（
土
）・
30
日（
日
）

会　
場　
敦
賀
市
総
合
運
動
公
園
プ
ー
ル

︿
男
子
﹀

１
０
０
ｍ
自
由
形

　
第
1
位　
谷
口　
柊
弥

２
０
０
ｍ
自
由
形

　
第
1
位　
谷
口　
柊
弥

︿
女
子
﹀

50
ｍ
背
泳
ぎ

　
第
2
位　
笛
吹　
美
月

２
０
０
ｍ
背
泳
ぎ

　
第
3
位　
笛
吹　
美
月

１
０
０
ｍ
平
泳
ぎ

　
第
2
位　
幸
馬　
美
空

２
０
０
ｍ
平
泳
ぎ

　
第
2
位　
幸
馬　
美
空

★
ス
イ
ム
フ
ェ
ス
タ
参
加
者
募
集

　

南
越
前
町
水
泳
協
会
主
催
の「
ス
イ

ム
フ
ェ
ス
タ
２
０
２
３
in
南
越
前
」が
、

ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
南
条
で
開
催
さ
れ
ま

す
。泳
ぐ
こ
と
が
好
き
な
方
、ぜ
ひ
参
加
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。

日
に
ち

10
月
8
日（
日
）

参
加
料　
５
０
０
円

　
　
　
　
（
3
種
目
ま
で
エ
ン
ト
リ
ー
可
）

★
10
月
の
営
業
時
間
の
お
知
ら
せ

〔　
月　
〕午
後
1
時
〜
午
後
8
時
30
分

〔
火
〜
金
〕午
前
10
時
〜
午
後
8
時
30
分

〔　
土　
〕午
後
1
時
〜
午
後
5
時
30
分

〔　
日　
〕休
館
日

〔　
祝　
〕午
前
10
時
〜
午
後
5
時
30
分

★
土
・
祝
日
は
︑利
用
時
間
と
定
員
を
制
限
し

て
い
ま
す
。ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
皆
様
の
お
越
し
を
ス
タ
ッ
フ
一
同
、心
よ

り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

国民年金保険料の後払い（追納）をお勧めします!
　老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間があ
る場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。（納付猶予や学生納付特例の期間は年
金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。）
　しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付（追納）
することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税
が軽減されます。ぜひ、追納申込をお勧めします。　
　追納のご相談は、お近くの年金事務所へお問合わせください。

 詳しい情報は、日本年金機構のHPをご覧ください。→

■問合せ　武生年金事務所　℡0778-23-1126（自動音声案内「2」の後「2」選択） ▲ホームページ

182023 年 10 月号


